
2011 年 5 月 1 日より適用 

運用運用運用運用のおのおのおのお願願願願いいいい    

会員の皆様に気持ちよくご利用いただくために、下記の点にご注意の上、ご利用下さい。 

 

 

 
次のお客様にご迷惑となりますので、予定の時刻までに戻れない場合は必ず、携帯

電話から予約延長を行ってください。返却予定時刻までであれば、2 回まで延長でき

ます。 

 

    

    

    
 ※関連規約・約款： upr カーシェアリングシステム貸渡約款 第 24 条 

 

    

気持ちよくご利用いただくために、車体の補修や修理は速やかに実施したいと考えて

おります。軽度の事故（自損事故を含む）でありましても、速やかにご報告ください。な

お、補修・修理の費用は車両保険で対応いたしますので、お客様のご負担はござい

ません。 

    

    

    

    
 ※関連規約・約款： upr カーシェアリングシステム貸渡約款 第 14 条、28 条、29 条、34 条 

 

    

 

上記に関連し、ご利用前に前のお客様による異常がないかご確認ください。 

    

    

    
 ※関連規約・約款： upr カーシェアリングシステム貸渡約款 第 15 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面へ 

超過料金がかかります 

超過利用時間の 200％ ＋ 1 回につき 3,000 円 

おおおお願願願願いいいい①①①①  

返却予定時刻までに 

ご返却ください 

おおおお願願願願いいいい②②②②  

事故やキズは必ず 

ご報告願います 

報告がない場合は、違約金を頂戴します 

1 回につき 10,000 円 

 

ご利用後にそれらが見つかった場合は、 

  会員様のご利用中に起きたものとさせていただきます 

おおおお願願願願いいいい③③③③  

運転前にはキズ、へこ

み、汚れなど異常がな

いか ご確認ください 



 

    

カーシェアリングは会員の皆様で共同利用いただくサービスです。そのため車両が貸

し出せなくなると他のお客様にご不便・ご迷惑をおかけします。また、弊社といたしま

しても、本来営業できた車両について一時サービスを停止せざるを得ません。勝手な

がら事故･盗難･故障*１・汚損などにより貸し出しができなくなった場合、営業補償金を

頂戴いたしたくお願いいたします。 
*1 会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障に限ります 

    

    

    

    

    

    

    
 
 ※関連規約・約款： upr カーシェアリングシステム貸渡約款 第 32 条、第 33 条 

 

    

遅延なくお支払をお願いいたします。また、クレジットカードの有効期限が近づき新し

いカードがお手元に届きましたら、ご連絡ください。 

    

    

    

    

    

    

    
 ※関連規約・約款： upr カーシェアリングシステム会員規約 第 14 条、第 22 条 

 

 

    

入会時にお渡しする『upr カーシェアリング会員規約』『upr カーシェアリングシステム

貸渡約款』をご熟読ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

おおおお願願願願いいいい④④④④  

事故・盗難・故障*1・汚損

などで車両を貸し出せな

くなった場合、営業補償

金を頂戴いたします 

営業補償金として（損害の程度や修理期間を問わず） 

下記金額を申し受けます 

 

・返却予定ステーションへ自走にて返却した場合  10,000 円 

・返却予定ステーションへ自走にて返却できなかった場合  50,000 円 

・上記に加え、車両移動に伴うレッカー代等   実費 

おおおお願願願願いいいい⑤⑤⑤⑤  

お支払は期日までに

お願いいたします 支払期日までお振込みがない場合や、お約束した期日にクレジットカードの

承認が取れなかった場合は即座にご利用を停止させていただきます 

また遅延損害金が発生いたしますのでご注意願います 

おおおお願願願願いいいい⑥⑥⑥⑥  

規約・約款を 

ご熟読ください 

運用ルール・約款に関するお問い合わせ先 

ユーピーアール株式会社 

TEL：03-3593-1723 

平日 9:00～12:00、13:00～17:30 


